
地域移行支援の対象拡大について 

資料１０（午前） 平成２６年３月２０日（木） 

障害福祉サービス等に係る事業者説明会 

保健福祉局高齢障害部障害企画課 



（参考） 地域生活への移行に向けた支援の流れ（イメージ） 

 
 
 
（地域移行支援） 
 ・地域移行支援サービス費 2,313単位/月 
  
 ・退院・退所月加算    2,700単位/月 
  （退院・退所月に加算） 
  

 ・集中支援加算       500単位/月 
   （月6日以上面接・同行による支援 
   を行った場合に加算） 

           
 ・障害福祉サービス事業の  300単位/日 
  体験利用加算 
  
 ・体験宿泊加算（Ⅰ）    300単位/日 
  
 ・体験宿泊加算（Ⅱ）    700単位/日 
  
 ・特別地域加算        ＋15/100 
 
（地域定着支援） 
 ・地域定着支援サービス費 
   〔体制確保分〕     301単位/月 
   〔緊急時支援分〕    703単位/日 
  
 ・特別地域加算        ＋15/100 
 
 
 
 

報 酬 単 価 

○居宅で単身等で生活する者との
常時の連絡体制

○緊急訪問、緊急対応

市町村 ・ 保健所 ・ 精神保健福祉センター ・ 福祉事務所 ・ 障害福祉サービス事業所 ・
障害者就業・生活支援センター 等

自立支援協議会によるネットワーク化

【終期】

○住居の確保等

○同行支援

○関係機関調整

【中期】

○訪問相談

○同行支援

○日中活動の
体験利用

○外泊・体験宿泊

【初期】

○計画作成

○訪問相談、
情報提供

相談支援事業者と連携による地域

移行に向けた支援の実施
【精神科病院・入所施設】

外泊・宿泊体験
【自宅・アパート・グループホーム等】

日中活動の体験利用
【障害福祉サービス事業所】

通院、デイケア、訪問看護

連携

地域移行支援 地域定着支援
・事業の対象者
への周知

・意向の聴取等

・対象者選定

相談支援
事業者へ
つなげる

退院・退所

※ 精神障害者の退院促進支援事業の手引き（平成１９年３月日本精神保健福祉士協会）を参考に作成

連携

日中活動、居宅サービス利用

住まいの場の支援

地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の概要 
 地域移行支援・・・障害者支援施設等、精神科病院に入所又は入院している障害者を対象に住居の確保その他の地域生活へ移 
           行するための支援を行う。 
 地域定着支援・・・居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を 
           行う。 

地域移行支援 地域定着支援 

事業所数 ２４９事業所 ２７３事業所 

利用者数 ５０１人 １，３８９人 

国保連平成２５年５月実績 

１.地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）の概要 

協議会によるネットワーク化 
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２. 地域移行支援の対象者拡大について 

現行の地域移行支援対象者に加えて「その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって厚生労
働省令で定めるもの」が新たに規定されたところです。これをうけて 
 ① 入所期間の長期化や高齢化が進んでいる保護施設に入所している障害者 
 ② 退所後の住居を確保し、円滑に福祉サービス等につなげることで再犯防止が期待される矯正施設、保護施設等に入所して 
  いる障害者 
が新たに対象となります。 

① 障害者支援施設、のぞみの園又は療養介護を行う病院に入所している障害者 
 ※ 児童福祉施設に入所する１８歳以上の者、障害者支援施設に入所する１５歳以上の障害者見做しの者も対象 

② 精神科病院（精神科病院以外で精神病室が設けられている病院も含む）に入院 
  している精神障害者 

 ※ 原則、直近の入院期間が1年以上の者が対象。ただし、1年未満の者であっても、住居の確保等支援が必要な場合や 
   支援がなければ入院の長期化が見込まれる場合は対象となる。 

上記対象者に加え、以下の対象者を追加。 

① 保護施設（生活保護法第３８条の救護施設、更生施設）に入所している障害者 
②  ａ 矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院）に入所している障害者 
   ｂ 矯正施設を出所し更生保護施設等（更生保護施設、自立準備ホーム、 
   自立更生センター就業支援センター）に入所した障害者 

現行の対象者 

拡大される対象者 



※　主な支援対象（特別調整対象者）
矯正施設に入所中であり、以下のすべての要件を満たす人

１　高齢（おおむね６５歳以上）又は障害を有すると認められること
２　矯正施設退所後の適当な住居がないこと
３　矯正施設退所後に福祉サービス等を受けることが必要と認められること
４　円滑な社会復帰のために、特別調整の対象とすることが相当と認められ
　ること
５　特別調整の対象となることを希望していること
６　特別調整の実施のために必要な範囲内で、個人情報を公共の保健福祉
　に関する機関等に提供することに同意していること

本人との面接

・通信の実施
福祉サービス等

調整計画の作成

・受入れ先施設等の確

保のための調整

・福祉サービス等の申

請支援等

・矯正施設退所後の受入れ先施設等の確保

（帰住予定地の決定）
・矯正施設退所後直ちに福祉サービス等を利

用できるようにするための体制整備

矯正施設に入所中の人に対する支援

本人が他の都道府県への帰住

を希望している場合は、他のセ

ンターに必要な対応を依頼

保
護
観
察
所
の
協
力
依
頼

本人の福祉的ニーズ、福

祉的支援を受ける上での

問題点等を把握

・本人に対する支援作業

計画を作成

・作成した計画は、保護観
察所に提出

コーディネート業務
（保護観察所の生活環境調整への協力）

依頼を受けたセンターは、受

入れ先施設等の確保に協力

【終期】

○住居の確保等

○同行支援

○関係機関調整

【中期】

○訪問相談

○同行支援

○日中活動の
体験利用

○外泊・体験宿泊

【初期】

○計画作成

○訪問相談、
情報提供

相談支援事業者と連携による地域

移行に向けた支援の実施
精神科病院

外泊・宿泊体験
【自宅・アパート・グループホーム等】

日中活動の体験利用
【障害福祉サービス事業所】

地域移行支援
・事業の対象者
への周知

・意向の聴取等

・対象者選定

相談支援
事業者へ
つなげる

【 】障害者支援施設

退
院

・
退
所

○ 矯正施設入所者に対する住居の確保など退所に向けた生活環境調整等については、現在も保護観察所、地域生活 
  定着支援センターとの連携により行われている。  
○ 矯正施設入所者を地域移行支援の対象とする場合にはこれらの支援制度との役割分担について整理が必要。 
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保護観察所の支援内容 地域移行支援の支援内容 

地域生活定着支援センターの支援内容 

３.矯正施設に入所している障害者に対する支援 
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４.改正精神保健福祉法について 

平成25年６月に成立した精神保健福祉法の一部改正法により、医療保護入院者の地域生活への移行を促進する
観点から、精神科病院の管理者に対する相談支援事業者等の紹介努力義務規定が設けられ、平成２６年４月から
施行することとされました。 

医療保護入院者の退院促進措置に係る主なポイント概要 

１ 平成２６年４月１日時点の医療保護入院者全員に退院後生活環境相談員を選任 
 ○ 医療保護入院者１人につき１人の退院後生活環境相談員を入院後７日以内に選任 
 ○ 相談員の業務：退院支援のための取り組みにおいて中心的役割を果たす 
 ○ 相談員の資格：精神保健福祉士、看護職員、作業療法士、社会福祉士として、精神障害者に関する業務に 
              従事した経験を有する者等 

２ 地域援助事業者の紹介 
 ○ 円滑に地域生活に移行できるよう、相談支援専門員の配置されている事業所（一般相談支援事業所、特定相 
    談支援事業所）を紹介 
 ○ 地域援助事業者の業務： 
  （１）退院後生活環境相談員と連携し、連絡調整を図る 
  （２）医療保護入院者退院支援委員会への出席要請があった場合は、できる限り出席し、情報共有に努める 

３ 医療保護入院者退院支援委員会の開催 
 ○ 医療保護入院者の入院の必要性や、入院期間の明確化、退院に向けた取組について審議し、退院促進に 
   向けた取り組みを推進する。 
 ○ 対象者：在院期間が１年未満の医療保護入院者で、入院診療計画書中の入院期間を経過する者等 
 



参 考 資 料 



出典：平成22年度全国救護施設実態調査報告書（全国救護施設協議会） 
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救護施設入所者の年齢構成 

N=4,076 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 

１年未満

１年～４年

５年～９年

１０年～１９年

２０年～２９年

３０年～３９年

４０年以上

無回答

１年未満 １年～４年 ５年～９年
１０年～１９

年

２０年～２９

年

３０年～３９

年
４０年以上 無回答

人数 646 5,057 3,203 3,145 1,893 1,676 1,435 13 

４０歳未満

2%

４０歳

～６４歳

51%

６５歳以上

47%

無回答

0%

○ 平均14年。10年以上の入所が約半数を占める。 

救護施設入所者の入所期間 

○ 平均６４歳。65歳以上の入所が約半数を占める。 

１.救護施設の入所者の実態 

N=17,068 

○ 救護施設については、入所者の長期化、高齢化が進んでいる。  
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入所期間の長期化や高齢化に伴う生活機能、意欲の低下等が考えられ、 

外部からの働きかけにより退所を促すことが必要ではないか。 



   
      

（H23法務省矯正統計年報を参考に作成） 

２.矯正施設入所者の状況 
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全在所受刑者 ６１,１０２人（平成２３年末） 

           前年からの在所受刑者 
           約43,000人 

 
 

初犯入所受刑者 
約10,900人（42%） 

 
 
 
 
 

 
再犯による再入所受刑者 

約15,100(58%) 

 

 
 

仮釈放 
約15,000人(51%) 

 
 
 
 
 

満期出所者 
約14,000人（48%） 

出所者 約29,000人 

帰住地がない、受刑態度等の理由 

 帰住先がある者 約7,600人 

 帰住先がない者 約6,617人 

満期出所者 
 

うち、帰住先のない高齢者又は 
障害者 1,000人/年 

○ 約６割の犯罪は、再犯者（全犯罪者のうちの約３割） 
  が実行      
                       再犯防止の必要性 
 
○ Ｈ１６年～２０年の刑務所再入所者のうち、出所時に 
 帰住先がなかった者の約５７％が１年未満で再犯 
      
        帰住先の確保と生活基盤の安定の必要性 

新入所受刑者  25,499人 

帰住地あり、受刑態度等の理由 



 

 

 

 

 （抜粋） 

  第３ 再犯防止のための重点施策 

   １ 対象者の特性に応じた指導及び支援を強化する 

    （２） 高齢者又は障害者に対する指導及び支援   

       高齢又は障害のため、自立した生活を送ることが困難な者に対しては、刑務所等、保護観察所、地域生活定着支援 

        センター、更生保護施設、福祉関係機関等の連携の下、地域生活定着促進事業対象者の早期把握及び迅速な調整に 

        より、出所等後直ちに福祉サービスにつなげる準備を進めるとともに、帰住先の確保を強力に推進する。 

       また、地域生活定着促進事業の対象とならない者に対しても、個々の必要性に応じた指導・支援、医療・福祉等のサ 

        ポートを、刑務所等収容中から出所等後に至るまで切れ目なく実施できるよう取組を強化する。 

     さらに、高齢者については、その再犯期間が短いことに注目し、刑務所から出た直後の指導・支援を強化するとともに、刑 

        務所収容中、福祉や年金に関する基礎的知識の付与、対人スキルの向上等、出所後の生活へのスムーズな適応を目指 

        した指導を充実する。  

３.再犯防止に向けた総合対策（抄） 

「刑務所出所後２年以内に再び刑務所に入所する者等の割合を今後１０年間で２０％以上削減する」ことが掲げられて
いる。 

（平成２４年７月２０日 犯罪対策閣僚会議策定） 
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保護施設の種類（生活保護法第38条） 

保護施設在所者のうち身体障害者手帳、療育手帳を所持している在所者数 

施設種別 在所者数 身体障害者手帳所持者数（対在所者数比） 療育手帳所持者数（対在所者数比）

救護施設 17,263人 3,177人　（18.4％） 4,244人　（24.6％）

更生施設 1,748人 49人　（2.8％） 43人　（2.5％）

授産施設 685人 33人　（4.8％） 94人　（13.7％）

出典：平成22年度社会福祉施設等調査(H22.10.1現在） 

出典：平成21年度社会福祉施設等調査(H21.10.1現在） 
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４.保護施設の種類等 

施設種別 概要 根拠法令 カ所数 在所者数

救護施設
　身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護
者を入所させて、生活扶助を行う施設。

生活保護法第３８条
第１項第１号

188 17,375

更生施設
　身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所
させて、生活扶助を行う施設。

生活保護法第３８条
第１項第２号

19 1,457

医療保護施設 　医療を必要とする要保護者に対して医療の給付を行う施設。
生活保護法第３８条

第１項第３号
60 -

授産施設
　身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保
護者に対して、就労又は技能の習得のために必要な機会及び便宜を与えて、その

自立を助長する施設。

生活保護法第３８条
第１項第４号

20 482

宿所提供施設 　住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行う施設。
生活保護法第３８条
第１項第５号
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そ
の
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平成２２年度 

平成２３年度 

 地域生活定着支援センターの支 
 援対象者のうち更生保護施設が 
 受け入れた者の内訳 

  
社会・援護局総務課調べ 

 
一般社団法人全国地域生活定着支援センター 
協議会調べ 

n=217 

□ n=234  
■ n=500 

５.矯正施設を出所した障害者に対する支援の必要性 

○ 矯正施設を出所した障害者については、矯正施設出所後の一定期間、更生保護施設などを利用するケースが少なく 
 ない。 
 
○ 地域生活定着支援センターの支援対象者のうち更生保護施設が受け入れた者の内訳をみると、約６割が障害者（障 
 害の疑いのある者を含む）となっている。 
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（参考）地域生活定着支援センターの支援を受けた者の帰住先実績 


